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174-衆-外務委員会-8 号 平成 22 年 03 月 26日   

 

○笠井委員 日本共産党の笠井亮です。 

 まず、刑事共助条約に関連して、先ほど来やりとりがありましたが、私からも確認の意味で質問い

たしたいと思います。 

 日本と欧州連合、ＥＵとの間の協定でありますが、ＥＵ側にとって初の包括的な刑事共助となるわ

けですが、加盟する二十七カ国のうち、条文第十一条の共助拒否事由にかかわっては、日本との違い

が問題になり得る、こういう議論があるところです。 

 例えば、ＥＵ加盟国ではすべての加盟国で死刑が廃止をされております。ポルトガルでは、死刑と

同様、無期の拘禁刑も許されていないために、日本で死刑、ポルトガルの場合は無期懲役を含む犯罪

に科し得る共助を請求しても拒否することができる。そうした条文第十一条の共助拒否がなされた場

合に、政府はどのように対応しますでしょうか。 

◆武正副大臣 日・ＥＵ刑事共助協定第十一条１（ｂ）では、我が国とポルトガルとの間でのみ、死

刑のみならず無期の拘禁刑を科し得る犯罪に関する共助についても、重要な利益を根拠に拒否するこ

とができるとの解釈を条文上確認をしております。これは、ポルトガルの国内法において、終身また

は無期限の拘禁刑が科されるおそれがある場合には、司法共助が拒否される旨の規定があることを踏

まえたものであります。 

 また、こういった拒否事由については、我が国とポルトガルとの間でのみ適用され得るものであり

ますが、これは、我が国とＥＵ加盟国との間に刑事共助協定が存在しない現状下においても、これら

の国が我が国からの共助要請について、無期の拘束刑や双罰性の欠如を理由に共助を実施しないこと

ができることに変わりはなく、協定の締結によって不利益が生じるものではない。 

 つまり、刑事共助条約は、相手国との共助の迅速化、効率化を図るとともに、共助の確実性を高め

るものでありますが、法制の差異により各国がなし得る共助の範囲に差が生じることはやむを得ない

と考えております。 

 

○笠井委員 次に、日本とタイの受刑者移送条約に関連して、在日米軍関係受刑者の待遇の問題につ

いて質問したいと思います。 

 まず、在日米軍関係の受刑者でありますが、男性の場合は横須賀の刑務所、そして女性の場合は栃

木の刑務所に収容されているということであります。 

 法務省に伺います。現在、在日米軍関係者でありますが、それぞれ何人が収容されているか、お答

えください。 

◆中村大臣政務官 今委員御指摘のように、男性は、今は横須賀刑務支所になっておりますが、にお

りまして、十四名。女性は栃木の刑務所でございますが、現在収容している者はいないということで

ございます。 

 

○笠井委員 岡田大臣、この米軍関係の受刑者が日本人の受刑者あるいは一般外国人の受刑者に比べ

て優遇をされているという問題が初めて国会で問題になったのは一九九七年であります。そのとき、

シャワーの使用という問題、あるいは暖房の問題、それから食事の問題などで優遇されているという

実態が明らかにされました。 

 その後、衆参の外務委員会などでたびたびこの問題が問題になってきました。これに対して、一九

九七年には当時、下稲葉法務大臣が、「今るるお伺いしまして、感ずることもたくさんございます。

実態をよく調査いたしまして、善処するように努力いたします。」と答弁しました。二〇〇二年には、

当時の森山法務大臣が、「米軍関係受刑者に対する補充食料の提供というこのやり方は最終的には廃

止することが望ましい」「米国側との折衝を続けまして、適切に対処していきたい」と答弁してまい
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りました。 

 政権がかわりまして、新政権のもとですが、岡田大臣は、この在日米軍関係受刑者らが優遇されて

いる実態について当然御存じだと思うんですけれども、この問題についての基本的見解を伺いたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

◆岡田国務大臣 今委員御指摘の点につきましては、米軍関係受刑者に対する取り扱いについて、一

九五三年の刑事裁判管轄権に関する事項についての日米合同委員会合意において、我が国の当局が米

軍関係者を拘束した場合には、日米両国間の習慣等の相違に適当な考慮を払う旨、定められており、

それを踏まえ、米軍関係者に対しては他の受刑者と一部異なる取り扱いがなされているものと承知を

しております。 

 その上で、個別具体的な点については、これまでも法務当局と米軍当局の間で協議が行われてきて

いると承知をしております。 

 委員御指摘の暖房、シャワー、就寝時間及び食事メニュー、その中の暖房と就寝時間については、

現在は基本的に同様の取り扱いになったと承知をしております。シャワーについても、日本人受刑者

の待遇が改善され、格差は縮小された。食事については、依然として食事のメニューについて差が残

っていると承知をしております。 

 今後とも、関係者間の努力を通じて、こういった改善を図るべき点は改善するとの方向で取り組ん

でいくことが適切だと考えております。 

 

○笠井委員 大臣は今、一部と言いましたけれども、大分違うというのがこの間、問題になってきた

問題であります。 

 法務省に伺います。 

 二〇〇八年に矯正局長がこういうふうに答弁しております。二〇〇六年十二月に横須賀刑務所の中

にワーキンググループをつくりまして、補充食料の問題について協議を行っているというふうに答弁

されました。 

 このワーキンググループというのはどんなレベルの協議か、そして具体的にどのような協議がされ

てきたのか、そしてその結果、改善されたことはどのようなことか、お答えいただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

◆中村大臣政務官 お答え申し上げます。 

 ワーキンググループ自体は、平成十八年九月二十日に四軍会議において当局の担当者から補充食料

問題改善のためのワーキンググループ立ち上げについて協力を依頼し、十二月四日からワーキンググ

ループが設置をされております。以後、五回実施をされております。 

 それで、これについては、政権交代後も二回、十二月十七日と本年三月十七日に協議を行っている

という報告は聞いておりますが、具体的な進展はこのワーキンググループでは見られていないという

報告を受けております。 

 

○笠井委員 確認ですが、レベルは、どういうレベルの協議をワーキンググループでやっているんで

しょうか。 

◆中村大臣政務官 刑務所の場合は刑務所の幹部、そして四軍の方は食料関係の担当者と聞いており

ます。 

 

○笠井委員 最近も行われているということでありましたが、具体的進展が見られないというお話で

したが、では、今協議の俎上にのってまだ解決が残っている問題というのはどういう問題なんでしょ

うか、そしてその理由はどうでしょうか。 

◆中村大臣政務官 まず、先ほど大臣から申し上げた点について確認をさせていただきますと、一九

九八年の時点で、横須賀刑務所において米軍関係受刑者と他の受刑者との処遇格差を解消するための
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措置が三点行われております。 

 まず、入浴に関しましては、おふろに十五分入るということなんですけれども、米軍関係者はシャ

ワーがいいということで十分のシャワーになっています。そういう形になると、平日、ほかの受刑者

は五分間だけふろが長いわけですから、そういったことで、土日もシャワーを使わせることは認める

というような形で、ふろとシャワーという習慣の違いもありますので、そこは格差が改善されたとい

うのがまず第一点でございます。 

 そして、第二点は、米軍関係受刑者であるか否かにかかわらず、就寝時間は午後九時に統一させて

いただいて、通信教育等のために必要な者は十時まで延長するというのが第二点目でございます。 

 暖房については、全受刑者について同一の基準で実施をするということで、三点、平成十年の時点

で改善がされております。 

 残ったのが食事の件でございます。食事については日がわりで、朝昼晩、三十五種類ずつのメニュ

ーが使われているということでございますが、それについて、日本側にしてみれば、こういう時代に

なったんだし、食料もとり過ぎも体によくないので、そういった意味ではもうこういうことは改善さ

せてもらいたいということを申し入れておるんですが、事の発端の経緯もありまして、それはなかな

か受け入れていただけないという状況でございます。 

 現状は、先ほど申し上げました朝昼晩それぞれ三十五種類ずつのメニューがあるんですが、そのう

ちの二回は補助食材によらないメニューになっております。つまり、三十五回のうち二回だけは補助

食材によらないメニューとなっておりますが、それを三回にふやすということで、ことし四月以降実

施される見込みでございます。 

 

○笠井委員 食事の問題が残っているということでありましたが、メニューを私も見ましたけれども、

米軍の関係者の場合には、毎日ステーキだとかが出る、それからケーキやフルーツということで、デ

ザートもちゃんと出るということで、相当違う。この献立は補充食料ということで、米軍の側から食

料の補充という制度で余計にやっているということで、これがなくなっていないということでありま

すが、初めて国会で問題になってからもう十二年半たとうとしているけれども、具体的進展が見られ

ないというふうなことがあった、これはまだ残っている問題だと思います。 

 こうした在日米軍関係の受刑者を優遇する措置をとっている理由なんですけれども、政府はこれま

での答弁で、日米地位協定の実施に関する合意の趣旨や米軍関係受刑者の食習慣といったようなもの

を考慮して、横須賀刑務所長の裁量により認めてきたというようなことを言われてきました。 

 そこで、法務省に伺いますが、ここで言われている日米地位協定の実施に関する合意の趣旨という

のは、どういうことを指しているんでしょうか。 

◆中村大臣政務官 刑事裁判手続に関する事項についての日米合同委員会合意、刑事裁判管轄権に関

する事項第八（一五）において、このように規定をされております。日本国の当局は、合衆国軍隊の

構成員、軍属またはそれらの家族の身柄を拘束した場合には、日米両国間の言語及び習慣の相違に適

当な考慮を払うものとされている、そういう趣旨の記述がされております。 

 これを受けて、いろいろと経緯はあるんですけれども、時間の都合でこれ以上答弁しませんけれど

も、もし聞いていただくのであれば、その発端になった経緯等もお話しさせていただきたいと思いま

す。 

 

○笠井委員 この問題、在日米軍関係の受刑者の優遇措置に関する日米協議というのは、刑事裁判管

轄権分科会において、日本側は法務省が中心となって米側と協議して合意してきたものだと思うんで

すね。 

 ここに日米地位協定十七条の刑事裁判権の合意事項に関する法務省の「合衆国軍隊構成員等に対す

る刑事裁判権関係実務資料」というのがございます。合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判の問題で

は、二〇〇八年五月に、米軍関係者等の事件をめぐって日米両国が、先ほどもありました一九五三年
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に重要な案件以外日本側が裁判権を放棄するという経過で密約に合意しているというようなことが報

道されて問題となりました。その内容が国会図書館に所蔵されていた「合衆国軍隊構成員等に対する

刑事裁判権関係実務資料」、これに記述されていることが明らかになったわけですが、法務省はこれ

を秘密にして、閲覧が不可能になったわけであります。そして、その後、国会でも問題になって、二

〇〇九年、昨年一月に公表されたのがこの資料であります。 

 この実務資料は、平成十四年三月ということで、二〇〇二年三月ということになっていて、改訂版

というふうに書いてありますけれども、それ以前の改訂される前の版というのはいつつくられたもの

でしょうか。 

◆中村大臣政務官 昭和四十七年でございます。 

 

○笠井委員 法務省の実務資料の中には「刑の執行」と「身柄拘束中の処遇」ということで項目があ

りますが、受刑者の処遇それから身柄拘束中の処遇ということで考慮しなければならないそういう内

容は、基本的に同じというふうに考えていいんでしょうか。 

◆中村大臣政務官 刑務所の方は別のきっかけで運用が決まっておりますので、私の認識では、違う

というふうに認識しております。 

 

○笠井委員 基本的処遇について考慮すべきことについては、同じような理由か内容なんじゃないん

でしょうか。違いますか。 

◆中村大臣政務官 横須賀刑務所でそもそもなぜ補充食料が使われるようになったかという経緯をま

ず申し上げさせていただきたいと思います。 

 もともと暖房がきかないので府中刑務所等に入れてもらったら困るというところから、昭和三十年

に日米合同委員会刑事裁判管轄権分科会においてどうにかしてくれという話がありまして、横須賀刑

務所に暖房設備を設置した上で米軍関係者を移送する、そういう話になりました。 

 そして、収容当時の状況については、クリスマス等のそういうときに限って補充食料が追加される

ことになっておりました。しかし、翌昭和三十一年には、米軍関係者にとっては食習慣が全く違うも

のですから、そういう要求が満たされることはできないということで、暴動が起きたりいたしました。

その当時、米軍では一日三百六十円の食料費、日本の受刑者は八十円の食料費でございました。 

 そこで、昭和三十四年三月に同刑務所に着任した所長が、こうした状況から、米軍関係受刑者の食

事の改善を志したけれども、諸般の事由から予算がつかなかったということになりまして、六月三十

日に同刑務所で行われた横須賀三軍との協議会の席上で、食事内容が貧弱で米軍関係受刑者の不満、

不平が多く苦慮しているが、新たな予算措置は困難である、だから米軍側でこの溝を埋めてほしいと

要請したということでございます。 

 そして、その後の交渉の経緯は明らかでないんですけれども、そういった経緯で、昭和三十五年ご

ろには現在のようなレベルになって、それが脈々と五十年間続いてきたということであって、それと

ほかのものというのは同列には並べられないのではないかと考えております。 

 

○笠井委員 済みません、私、刑の執行という場合、それから身柄拘束中の処遇ということで、聞き

たかったのは、先ほど言われた言語、習慣とかで、その点に相違があるからそれに適当な考慮を払わ

なきゃいけないということで、その点に留意するという点では基本的に同じ意味じゃないかと私は聞

いているんですけれども、それはそれでいいんですね。 

◆中村大臣政務官 それはそうだと考えております。 

 

○笠井委員 では、伺いますけれども、身柄拘束中の処遇ということで、この実務資料の中では、「合

衆国軍隊の構成員、軍属又はそれらの家族に対する給食、通信、面会、戒具の使用等の処遇は、他の

一般外国人の被疑者に対するのと本来異なるところはない。」というふうに書いてあります。 
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 そして、その後、墨塗りになっているんですね、その部分の後が実際に。墨が塗られているんです

けれども、そこの墨塗りの部分には何が書いてあるんですか。 

◆中村大臣政務官 御指摘の箇所には、我が国の当局は、米軍人等の身柄を拘束した場合には、日米

両国間の言語及び習慣の相違に適切な考慮を払うとの合意がなされている旨が記載されているところ

でございます。 

 

○笠井委員 四十七年の旧版のところの資料を私は手元に持っているんですけれども、それを見ると、

今、若干趣旨を丸めて言われましたが、今言われた後のところに、「これらの者が自己の意思で日本

国に入国したのでないという点は考慮すべきである。すなわち日米両国の言語及び習慣の相違に適当

な考慮を払い、このような習慣の相違が拘束された者の健康に害を及ぼすような拘束の条件は課すべ

きではなく、拘束されたそれらの者の習慣となっている食事についても配慮がなされるべきである。」

というふうに、古い版で、四十七年版には書いてあります。 

 「自己の意思で日本国に入国したのでない」と、優遇措置を合意した理由のように旧版には書かれ

ているんですが、そういう記述が墨塗りの中に入っているんじゃないんですか。 

◆中村大臣政務官 そもそも、黒塗りをさせていただいている理由は、二点あります。 

 一つは、日米双方の合意がない限り、この合意事項というのは公開することができません。そうい

った意味で、そこの部分に関しては、まず外交的な合意がなければ公開することができないという意

味で黒塗りにしている、それが理由の第一です。 

 もう一点の理由は、ここの理由とは直接関係いたしませんが、捜査、公判に関する実務上の留意点

で、公にすることにより将来の捜査、公判等に支障を及ぼすおそれがある事項、それについても黒塗

りをさせていただいております。当該箇所はそうではありませんが、そういう形で二点理由があって、

黒塗りにさせていただいているところでございます。 

 

○笠井委員 これは優遇しているということで、ずっと解決できないで問題が残っていて、具体的進

展がない、先ほど苦労されているというお話があった問題でありまして、いろいろ理由は立てられま

すけれども、では、実際に何でこんなことになっているのかというのは、やはり国会や国民の前に明

らかにして、アメリカの側にもきちっと明らかにするように働きかけてやるべきだと私は思うんです

よ。 

 昭和四十七年版の方を見ますと、ちょうど字数でいうと大体二百字ぐらいなんですね、旧版のその

部分の字数が。改訂版で墨塗りにされた部分も大体二百字のスペースなんです、数えると。だから、

大体同じことが書いてあるなということが言えると思うんですが、それぐらいきちっと明らかにする、

認めるということでやらないと、こういう問題は解決が進んでいかないんじゃないか。少なくとも、

きちっとこれは開示するということでやるべきじゃないでしょうか。 

◆中村大臣政務官 四十七年の旧版をどのような経緯で御入手されたのか、ちょっと私もよくわから

ないんですけれども、改めてこちらから情報公開をするということになりますと、合意事項に関して

は、向こう側、アメリカ政府との合意があって初めて公開できるものですから、それは政府全体で判

断すべき事項であると考えております。 

 

○笠井委員 先ほど来の質疑の中でも、米軍側は補充食料の量を減らすことには応じるけれども、つ

まり、量的な変化については応じるという面があって、一定のことがある。それから、暖房の問題や

シャワーの問題、入浴の問題もいろいろあったわけですけれども、結局、廃止するということについ

ては、補充食料の問題だって難色を示していて、まだ続いている。メニューも三十何メニューあると

いうこともありました。 

 旧来の政権が答弁していたように、優遇措置を最終的に廃止するというためには、私は、日米間の

合意内容をきちっと開示もしながら、廃棄する以外ないんじゃないか、やはりそこにひっかかってく
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る。その理由が正当なのかどうかということがきちっと吟味されて、国民と国会も納得するというこ

とが必要じゃないかと思うんです。 

 そこで、岡田大臣に伺いたいんですが、今も政府としての政治判断ということもありました。二〇

〇二年に当時の森山法務大臣は、先ほど紹介したように、最終的に廃止することが望ましいというふ

うに言い、そして当時、川口外務大臣は、改善のために法務省、米側と話し合っていきたいと答弁し

ていたわけでございます。 

 新政権になりました。そこで、当然、こういう問題を法務省あるいは関係部門とも話し合う、そし

て米側とも話し合って、米軍関係者の犯罪者だけを優遇扱いするような合意というのは廃棄する方向

で協議していくべきだと考えるんですけれども、大臣、その点ではいかがでしょうか。 

◆岡田国務大臣 これは相手もあることですから、一方的にこちらが言うのは適切ではないというふ

うに基本的には思います。 

 ただ、先ほどの文書が、最初、日米合同委員会の合意というのは一九五三年十月であります。私が

生まれたころ、そういう時期に、日米両国間の言語及び習慣の相違に適当な考慮を払うということに

なった。 

 問題は、ここで言う言語及び習慣の相違というものが合理的な理由があるかどうかだと思います。

例えば、宗教上の理由で特定の食物を口にできない、そういうものについて配慮するのは必要なこと

だというふうに思いますが、そういうことでは必ずしもなくて、米国だけということになると、それ

が果たして合理的な理由があるのかどうかということが問われなければならないというふうに思いま

す。 

 基本的には、法のもとの平等という考え方に基づいて、合理的な範囲に入るかどうかを判断してい

くということだと思っております。 

 

○笠井委員 私、大臣と同年代なので、同じころということで今も伺ったわけですが、旧政権もこう

いうのはやめた方がいいと言ったわけですから、やはり米軍へのさまざまな優遇措置をなくすべきだ、

そのために必要な措置をぜひとってもらいたいと思いますが、必要な措置を検討するということはよ

ろしいですね。 

◆岡田国務大臣 よく話し合いたいというふうに思います。そして、国民に対してもきちんと説明で

きる範囲にとどめる、そのために努力したいと思います。 

 

○笠井委員 時間になりましたので、終わります。 

 


